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定 例 公 安 委 員 会 の 開 催 状 況  

 

第 １  開 催 日 時  

令 和 ８ 年 ３ 月 11日 （ 水 ）  

 

第 ２  出 席 者  

 １  公 安 委 員 会  

    川 端 委 員 長 、 竹 内 委 員 、 庵 委 員  

  ２  警 察 本 部  

    警 察 本 部 長 、警 務 部 長、生 活 安 全 部 長、地 域 部 長、刑 事 部 長 、

交 通 部 長 、 警 備 部 長 、 情 報 通 信 部 長 、 首 席 監 察 官 、 警 察 学 校 長  

 

第 ３  議 事 の 概 要  

  １  報 告 案 件  

   (1) 令 和 ７ 年 中 の 苦 情 受 理 ・ 処 理 状 況  

     警 務 部 長 か ら 、 令 和 ７ 年 中 の 苦 情 受 理 ・ 処 理 状 況 に つ い て

報 告 が あ っ た 。  

(2) 令 和 ７ 年 中 の 警 察 相 談 取 扱 状 況  

警 務 部 長 か ら 、 令 和 ７ 年 中 の 警 察 相 談 取 扱 状 況 に つ い て 報

告 が あ っ た 。  

(3) 令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 （ 案 ） の 概 要  

警 務 部 長 か ら 、 令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 （ 案 ） の 概 要 に つ

い て 報 告 が あ っ た 。  

(4) 令 和 ７ 年 度 会 計 監 査 の 実 施 結 果  

警 務 部 長 か ら 、富 山 県 警 察 の 会 計 の 監 査 に 関 す る 規 則 第 ２

条 に 基 づ き 、令 和 ７ 年 ６ 月 か ら ７ 月 と 令 和 ７ 年 11月 か ら 令 和

８ 年 １ 月 ま で の 間 、警 察 本 部 内 所 属 及 び 警 察 署 に 対 し て 実 施

し た 、 会 計 監 査 の 結 果 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

(5) 令 和 ８ 年 度 会 計 監 査 の 実 施 計 画  

警 務 部 長 か ら 、富 山 県 警 察 の 会 計 の 監 査 に 関 す る 規 則 第 ３

条 に 基 づ き 策 定 し た 、令 和 ８ 年 度 の 会 計 監 査 実 施 計 画 に つ い

て 報 告 が あ っ た 。  

(6) 令 和 ７ 年 中 に お け る サ イ バ ー 犯 罪 の 情 勢  

生 活 安 全 部 長 か ら 、令 和 ７ 年 中 に お け る サ イ バ ー 犯 罪 の 情

勢 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

(7) 令 和 ７ 年 中 に お け る 匿 名 ・ 流 動 型 犯 罪 グ ル ー プ 、 暴 力 団 及

び 薬 物 ・ 銃 器 事 犯 検 挙 状 況  
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刑 事 部 長 か ら 、令 和 ７ 年 中 に お け る 匿 名 ・ 流 動 型 犯 罪 グ ル

ー プ 、暴 力 団 及 び 薬 物 ・ 銃 器 事 犯 検 挙 状 況 に つ い て 報 告 が あ

っ た 。  

(8) 令 和 ７ 年 中 に お け る 来 日 外 国 人 犯 罪 の 検 挙 状 況  

刑 事 部 長 か ら 、令 和 ７ 年 中 の 県 内 に お け る 来 日 外 国 人 犯 罪

の 検 挙 状 況 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

(9) 春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 の 実 施  

交 通 部 長 か ら 、春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 の 実 施（ ４ 月 ６ 日 か

ら ４ 月 15日 ま で の 10日 間 ） に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

 

第 ４  決 裁 案 件 等  

  １  警 務 案 件  

２  運 転 免 許 取 消 し に 関 す る 意 見 の 聴 取 等 結 果  

３  交 通 死 亡 事 故 発 生 状 況  

４  地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 の 委 嘱  

５  公 益 通 報 者 保 護 法 に 基 づ く 公 益 通 報 の 受 理 ・ 措 置 結 果  

６  富 山 県 公 安 委 員 会 規 則 の 制 定  

７  ス ト ー カ ー 規 制 法 に 基 づ く 警 告 及 び 禁 止 命 令 の 実 施 状 況  

８  多 衆 運 動 許 可 事 務 専 決 状 況 報 告 （ ２ 月 分 ）  

９  警 察 職 員 の 援 助 要 求 の 同 意  

10 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 に 対 す る 公 安 委 員 会 表 彰  


